
※医療機関は次により分類する。

注 1   国立：開設者が国（国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人

  地域医療推進機構等を含む）であるもの。

注 2　 公立：開設者が都道府県、市町村及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第1項に規定する地方自治体の組

　合であるもの。

注 3　公的：開設者が次によるもの。

　　（1） 普通国民健康保険組合

　　（2） 日本赤十字社

　　（3） 社会福祉法人恩賜財団済生会

    （4） 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会

　　（5） 社会福祉法人北海道社会事業協会

注 4　私的：1から3以外のもの。

35,056 23,972 246,396 5,719 327,021

（令和４年/単位：人）

合　計区　　分 国立病院 公立病院 公的病院 私的病院
私的

診療所等

その他の医療機関 402 3,066 73 5,027 3,859 12,427

救急医療機関 15,878

339,448合　計 16,280 38,122 24,045 251,423 9,578

①国立病院
16,280(5.3%)

②公立病院
38,122(11.2%)

③公的病院
24,045(7.1%)

④私的病院
251,423(74.1%)

⑤私的診療所等

9,578(2.8%)

①国立病院 ②公立病院 ③公的病院 ④私的病院 ⑤私的診療所等

第５－４図 医療機関別搬送人数状況

合計 339,448
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